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定期の予防接種における日本脳炎ワクチン接種の積極的勧奨の差し控えについて 

（勧告） 

 

 

 

 日本脳炎については、予防接種法（昭和２３年法律第６８号）第３条第１項の規定

に基づき定期の予防接種を行っているところであるが、本年５月、疾病・障害認定審

査会において、現行の日本脳炎ワクチンの使用と重症のＡＤＥＭ（急性散在性脳脊髄

炎）との因果関係を肯定する論拠がある旨の答申が出され、５月２６日付けで厚生労

働大臣による因果関係の認定をしたところである。これは、厳格な科学的な証明に基

づくものではないが、日本脳炎ワクチンの使用と重症のＡＤＥＭとの因果関係を事実

上認めるものである。 

ついては、マウス脳による製法の日本脳炎ワクチンの使用と重症のＡＤＥＭとの因

果関係を肯定する論拠があると判断されたことから、現時点ではより慎重を期するた

め、定期の予防接種においては、現行の日本脳炎ワクチン接種の積極的な勧奨をしな

いこととされたい。 

なお、定期の予防接種の対象者のうち日本脳炎に感染するおそれが高いと認められ

る者等その保護者が日本脳炎に係る予防接種を受けさせることを特に希望するもの

については、当該保護者に対して本通知の趣旨並びに日本脳炎の予防接種の効果及び

副反応を説明し、これに基づく予防接種実施に関する明示の同意を得た上で現行の日

本脳炎ワクチンを使用した接種を行うことは差し支えない。 

 おって、よりリスクが低いと期待される組織培養法による日本脳炎ワクチンが現在

開発中であり、その供給が可能となる体制ができたときに供給に応じ、接種勧奨を再

開する予定である。 

 あわせて、各市町村において、日本脳炎の予防接種に関する問い合わせに対応する

とともに、念のため、戸外へ出るときには、できる限り長袖及び長ズボンを身に付け



るなど、日本脳炎ウイルスを媒介する蚊に刺されないよう注意喚起を行うこと。 

本通知は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４５条の４第１項に規定す

る勧告である。 

 貴管下市町村（保健所を設置する市及び特別区を含む。）及び関係機関に対しては、

貴職から周知願いたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

予防接種法 ―抜 粋― 

第３条 

１ 市町村長は、一類疾病及び二類疾病のうち政令で定めるものについて、当該市町

村の区域内に居住する者であつて政令で定めるものに対し、保健所長〔特別区及び

地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定め

る市(第九条において「保健所を設置する市」という。)にあつては、都道府県知事

とする。〕の指示を受け期日又は期間を指定して、予防接種を行わなければならな

い。 

  

２  （省 略） 

３  （省 略）  

 

 

 

地方自治法 ―抜 粋― 

第２４５条の４ 

１ 各大臣（内閣府設置法第四条第三項 に規定する事務を分担管理する大臣たる内

閣総理大臣又は国家行政組織法第五条第一項 に規定する各省大臣をいう。以下本

章、次章及び第十四章において同じ。）又は都道府県知事その他の都道府県の執行

機関は、その担任する事務に関し、普通地方公共団体に対し、普通地方公共団体の

事務の運営その他の事項について適切と認める技術的な助言若しくは勧告をし、又

は当該助言若しくは勧告をするため若しくは普通地方公共団体の事務の適正な処

理に関する情報を提供するため必要な資料の提出を求めることができる。 

  

２  （省 略）  

３  （省 略） 


